
Title 中立船内の敵貨と敵船内の中立貨（五）
Sub Title
Author 板倉, 卓造

Publisher 慶應義塾理財学会
Publication year 1919

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.13, No.10 (1919. 10) ,p.1294(44)- 1309(59) 
JaLC DOI 10.14991/001.19191001-0044
Abstract
Notes 論説
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19191001-

0044

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


.
笫

.

S

 

(

一
二
九
四

)

論
說
中
立
船
內
の
敵
？

敵
船
內
の
中
立
货

中
立
船
內
，の

敵

貨

:̂

獄

船

內

の

中

立

貨

(

五)

'

'

‘

;

.

 

ー̂

 

'倉

::
'

. 

.
ノ
九
.

.

:

吗
、
其
他
の
ベ
大
陸
諸
_

:ぃ

.

S

典

:レ
丁
妹
は
歐
洲
に
於
て
最
も
忠
實

‘
I

ti
l

船
自
由
货

」

の
原
則
を
固 

露
&

ヵ「

®

ニ
武

&

中
立

」

の
.諸
國
ど
の

is

約
を
破

 

>

て
一
八
〇

一
年

^

國
ど

.

立
船
は
其
搭

蔵
の
敵
貨

■を

保

避
せ
ざ
る
の
舊
主
義
に
復
歸

-1
>
た
る
と
典
に
学
兩
國
を
强

要

し

て

塵

^
 

^
 

^
 

^
 

^
 

^
 

^
 

»
 

f
t 

- 

- 

S
 

^
 

^
 

^
 

^

賞
し
て

「

自
由
船

0

1

の

取
則
を
：

支
持
し
？

？
燠
地
利

と

\

ン
I

W

諸

市

も

亦

偶

令

を

の

，所

見

を

同

は

れ

た

るビ 

き
は

#
皮
一
般
の
原
則
を
誠
夥
尊
重
す
可
き
を
以
七
答
へ
た

“

。

f

西」

次

b 

則
：
I

持
に
關
し

I
?

强
规
に
抗
爭
し
た
る
著
名
な
る
一
事
件

.

u

'y
-3

r l
' 

公
_

|

 

1

れ

な

り

。

如

ち
T

S

S

の

初

め

英

國
.

S
國

ビ

の

交

戰

中
S

西
の

第
十
號
ソ
：：
四四

卓

、Vh
姐

守
し
た
る
國
な

b
o 

の
條
約
に
於
て
中

商
船
か
敵
國
た
る
佛
國

.の
：貨

物

：を
.搭
載
：

V

た
る
の
故
を
以
て
多
數
の
普

.船
を
拿
補
し
英
國
；補 

狼
審
檢
所
は

 

'之
’を
合
法
の
捕
獲
物
ビ
し
て
沒
收
し
た
る
に
對
し
フ
：

y

デ
レ
ッ
キ
大
王
は
之
を
以 

て
不
法
と
な
し
最
も
熱
烈
に

.抗
議
し
た
り
し
も
其
甲
斐
な
か
，
し
を
以
て
遂
に

|

七
五
ニ
年 

に
，至
ぅ
報
復
の
手
段

.に
依
り
：英
國

.の
シ
レ
ジ
ャ
に
有
す
る
公
債
の

56
利
を
沒
收
し
た

b
o 
.此

.

.

.

* 

»

 

5

 

.

 
.

.

.

 

' 

--

紛
带
、久
し
き
に

.宜

i

て
I解
け
ざ
り
し
が
結

.周

t

れ
：を雨
國
の
共
同
商
議
に
依
て
解
決
す
る

J
 

、
し
英
國
ょ

.

は̂
當
時
最

も
公

»£
剛
直
の
名
あ
り
；し

.名
■判
官

W
i
l
l
i
a
m

 

M
u
r
r
a
y

 (

後
の

.

L
o
r
d

 

M
a
n
s
H
-

 

eld〕

普
魯
西
ょ

i

はG
r
o
t
i
u
s

の
著
名

^

る
“註
解
激

-.
o
'
O
C
G
e
i
u
s

を
以
て
其
主
席
..代
表
潘
ど
し
て
協
議 

を
遂
げ
し
め

^

る
：結

.果
，一

七
或
六
年
、英
國

0
.
.行爲
を
曲
ビ
し
遂
；に：賠

#

金
ニ
萬
磅
を
普
®
西 

に
支
拂
ふ
て

•落

’若
し
た
り
。
而
し
，

y
.

普
魯
西
が

「

第
一
：武
装
中
立

」

及
び

「

第
ニ
武
装
中
立

」

の
盟
約 

に
加
入
し
お
る
：こ
ど
旣
に
記

.し

*

る
：所
：
0
如
し
。
最
後
に
伊
太
利
及
び

±

耳
其
の
兩

m

も「

自 

由
船

.自
由
貨

」

の
原
則
、を
承
認
し
た
る
興
中
に
て
土
耳
其
が
二
へ
六
；

o

四
年
*
國
ビ
の
條
約
に
於 

て
歷
史
上
最
も
卑
く
此
原
則
を
認
め
た
る
も
の
な
る
乙
と
亦
先
に
說
明
し
た
る
所
な

6 

/

五
、，
英
國
：

V::

:':::

悉

^
^
^ ̂

. 

.

.
,

,

.

斯

0.
如
く
歐

.

.洲
：大

：陸

諸
_

0
大
多
數
は
主
義
と
し

.て「

自
曲
船

.

.自

.由
貨

」

の
原

.則
を
承

11
し
た

第

十

三

怨

(

，
ご

一

九

罢

論f t
中
立
船
妁
の
敵
貨
と
敵
船
内
の
中
立
貨

 

第
十
虢
四
五



■笫十三

#
'

C
l

ニ九六

.

)

論

跳
中
立
，船內

©
1:
'
'货
ど
敵
船
内
：の
中
变
貨
：..
.鳐
十
媿
‘

弓
、

：

る
.：に

反

し

獨 
>
.海
，上
の
最
雄
者
た
る
英
國
は
之
を
採
用
す
る
を

#

せ
.；
さ
P

き
。

十
、

出
紀
の 

終
ぺ
の
頸
ま
で
英
國
は
他
國
の
條
約
に
於
七
は
中
立
國
旗
の
不
可
侵
を
承
認
し
た
る
に
枸
は
ら 

ず
實
際
に
は
之
を
遵
率
す
る
こ
ど

®

ぐ
一
.旦
他
國
に
對
し
て
戰
端
を
開
く
や
條
約
の
明
文
を 

踩
®

し
て
憚
か
ら
ざ
ぅ
き

,0
而
し
て
毎
度
こ
れ
を
辯
明
し
て
自
衛
上
、止
む
を
得
ざ
る
に
出
づ 

と
®

し
た

t

即
ち

一
七
四
四
年
、五
五
年
及
：び
七
八
年
の
戰
攀
に

於
： .

て■中
立
船
內
に
搭
載
亡 

ら
れ

/a
る
敵
貨
は
；固
ょ

^

其
中
立
船
自
體
.及

(

び
：_

の
«

貨

を
も
：：併

ザ

て
^

す

可
&

を
命
じ 

班

に

一

七

九

三

年

及
^

四
年
の
；樞

密

院

令

は

は

中

立

船

內

，敵«

の
#

_

に

就

て

明

文

を

設

け 

ざ
.>

し

も

然

か

も

每

等

樞

密

院

令

法

文

の

解»

上
*傘
：補
を
命
す
る

」

も

0:
ど
し
て
適

1[
]

せ
ら

 ̂

た
り
き
。
是
等
の
虫
張
に
對
し
.端
典
及
び
丁
抹
の
雨
國
は
强

«

に
.：抗
議
す
る
：所
あ
為
抗
議 

は
デ
に
拒
絕
せ
ら
れ
た
ダ
と
雖
も
當

||
$

丁
妹
の

^
^

icE
B
e
r
n
s
t
o
r
f
f

伯
が

I英
國
の
主
張
を
論 

雛
し
た
る
外
交
文
寶
は

.最

.：も
：適
切

.有
カ
に
中
立
國

0

權
利

2:
關
明
し
た
る
も
の
に
し
て
其
文 

書
は
今

O
r
t
l
a
n

のD
i
p
l
o
m
l

 

d
e
l
a

 

m
a
r

第
一
一
卷
冷
末
に
：爾
す
る
所
な
り

s
i
s
v

.

.
S
 

1
5

) 

Hautef̂
uille 

は
超 

„

文
.德
か
激
稱
し
て plusieg d 
管 ches 

f-rer̂
quables par ia 

ず 
3
a et la 

l

e

l

n 

de 

sol" 

I
p
l
e
. 

Les droits dcs neutres y 

i
 re

l
s

 

avec 
une fcrce et 

I
 

I

f
 

que placept

loir pntcur an rang des Ihtommes <S;ninants de 

son 

sH:
d
e 
と
云
ヘ
リ

(HLStoiredu dr oi, maritime international, p. 

.

.

.

. 

3
5
7

)

. 

. 

. 

.

. 

. 

.

ア
ミ
ヤ
ン
講
和
破

.る
、
に
及
で
英
國
は

 

一
*
.そ
の
固
有
の

.主
義
を
，强
烈
に
實
行
し
自
ら

*

じ
て

「

英
國
は
自
國
に
取
り
て

.最
も
麗
要
；

i

し
.て
且
つ
：總
て
の

.自
由
國
民

I
.の
爲
め
に
最
も
：.貴重 

な
る
訑
海
上
優
越
權
を
維
持
す
る
が
潙
め
に
は
ナ
切
の
中
立
航
海
を
禁
遏
す

6

の
必
要
あ 

ビ
公
言
し
た
り
き
。

I

A

0

,五
年
八
月
三

“

、六
年
五
月
十
六
日
、七
：年
二

 

I
'月
十
六
日
及

.び
+

一
 

月
十

1

H

の
各
樞
密
院
令
は
實

R

此
趣
意
に
於
て
發
布
せ

&
.
れ
た
る
も
の

.
な
り
。

斯
く
て
一
八
一
五
年
の
：維
納
講
和
ま
で
：英
國
ば

K

主
義
を

'.
一
貢
し
て
渝
る
乙
と
な
が
ぅ
し 

[)
>
其
後
一
八
五
四

#:
ク
リ
ミ
ヤ
戰
爭
の
破
裂
す

る
.の
日
ま
で
英
國
は
尙
ほ
其
古
來
の
主
義
を 

變
す
る

Z

ビ
な
か

b

.
し
も
の
と
！！
む

可

く

>

^
民
0
"<
!
山
0

|

ば

_

1

1
の
言
を
引
用
し
て
英
隊
は 

ク
V

V

.
ヤ
職
爭

.凌
で
左
の

' 

ニ
事
を
，
際
法
規
ビ
宣
言
し
た
る
も
の
な
り
ビ
云
へ
り
。

£

】

一

」

ハ)

:
:一、交
戦
國
は

公
海
に
於
て
中
立

.
’.
船
内

0

敵
貨
を
拿
捕
す
る
，

Z

マ

J

を
奏
、、し 

.一
一
、但

し

中

立

船

が

敵
*

を
搭
載
す
る
は
法
を
犯
す
も
の
に

#

ざ
る
が
故
に
該
中
立

®

は

^
- 

等
の
處
罰
を
受

.く
る
こ
ど
な
き
の
み
な
ら
ず
公
询
に
於
て
其

»'
海
に
干
涉
す
る
货
提
條 

ニ
ニ
九
七
：

> 

論
-

說
屮
立
船
内
の
敵
货
と
敵
船
內
の
中
立
货

 

筋

十

號

P-
H
H



贫
ナ
一

-^(} 

ニ
九
八)

論
：
說

.

.中兑
船
內
の
着
と

.敵

.船內
の
中
立
貴

 

抑>
广

成

.
?

:.
:
•'

:
仍
と
し
て
捕
猶
者
ょ
ト
其
運
賃
を
得
る
の
權
刹
あ
り

:
Agu
.II' 

->'
0 

Commerce 
ベ
 in.

パ
 war, p.. 

2
0
7

現
に
ク
 

y 

 ̂

i

0 

t
 

®
 

^
 

^

^

 

E
 

I

 

o
f 

c
i
a
r
l

 

が 

I

 
こ
 

於
i

產
の

I

財
库
が
中
，立

一船

に

搭
載
！

 

I

と
き

拿

補
を

I

ら

る
、|

否

 ̂

I
 

S

傾
に
迦
し

®

の
f

財
5

露
國
一
往
所
を
有
し
，且
つ
一
其
地

I

業
す
る
英
國
人
こ 

蛛
て
輸
出
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
ら
ん

it
は
英
國
軍
艦
は
之
を
尊
重
せ
ざ
る
可
き
を
答

M

/aZ

 

す
る
 

I

I

一
 I

さ
開
 

®
 

 ̂

f
 

^
 

I

®

 

a
 

H
 

 ̂

s
 

I

 

<
 

*
 

^
 

L
 

^
 

 ̂

^
 

^
 

^
 

‘

し

?

i

ビ
云
ふ
可
し
。

蓋
し
，怫
國
は
中
立
船
内
の
敵
貨
は
乏
を

I

す
る

I

時
こ 

敵
船
內
の
中
立

f

之
を
沒
收

す
る

の
船
籍
主
義
を
採
用
せ

る
I

し
英
國

は

中
U

 

敵
货
は
之

I

收
す

る
も
，敵
.船
內
の
中
立
貨
は
之

I

重

す
る

の
貨
主

々
義
を

固
守
す

る

も 

の
な
る

ゲ

故
I

國
が
，今

や

還

た

る

場

合

R

は
中
立

通
商

は

集

不
可
：能

f

ざ

る
を
得 

す
。

此

S

て
兩
國
：
l

,

s
主

義

の

、
一
：
部

を

放

棄

す

る|

£

:
1
:霞

的
原
則

^

め
5

。
即
ち

S

國
s

 g

時
2

品
を
除

c

s

し
中
立
貨
よ 

戰
I

制
f

管

£

力

。
：
然

れ

ぞ
4

等

國
.は
*
協
尨
を
以
て
單

^

ク；タ
气
ャ

-«
爭
中

0

み
..
其
效
力
を
有
す
る
も
砂 

と

■

限
む
れ
石
が
敖
に
之
に
侬

&

tr
英

B

が
典
古
來
の
主

«

を
'

1戀
む
农
办
ビ
は
云
ふ
こ
と 

能

^

方
り
し

.&
嫌
も
其

s

M
離

和

會

議

の

，決
«

た
る

:&
里
宣
言
戒
る
妃
及
び
英
國
は
初
め
て 

其
多
年
の
主
_
た
る

c
o
n
s
f
o

 

del 

m
a
r
e

!0
原
則
を
全
然
救
棄
し
た
る
も
の
な

I

而
し
て
巴

ia
宣

n - r f t

m
し

i て

米 六  
國 、

力
前
®
英

.

#

の
協
定
を
採
用

:.
L

ね
名

ぁ

.の
な

.6
こ
^
 

.宣

言

第

二

則

及

び

第
H

則

を
一 

朋
白
な
.
，る
■所
な
：*CV0

 

.

.

.

.

M

亦)

■.炎
國
は
古
來
、人
の
敵
胜
を

^

む
,

に
其
唯
所

:-
1
:
旅
る
0
主
蕺
か
採
用
し
舉
ド
；_
顧
に 

成
る
の
大
睦
主
載
か
排
ヤ
る
办
以
て
其
人

.

.-©
掘

蒲

似

，，
自
.掘
人
な
り
，

W

雖
も
敵
國
に
，
所
^
沿 

し
其
地
に
啓
業
す
ろ
も
の
は
儆
性

^

有
す
る
も

-の
と
爲
し
其

'人
の
，財
產
は
之
か
敵
貨

3
レ

< 

迅
扱
ふ
の

.
傾
例
：な

.
る
.が
故
に
ク
リ
ミ
ヤ
：戦

.
爭
の
ぺ
當
時
に
も
露
國
に
住
昕
キ
有
す

S
英
國
人
の 

測
逄
か
爾
靼

^

し
之
”

立
船

^

に
發
見
す
る

>
'さ
'は
合
法
の
，捕

-獲
'物ぐ
/
し
て

M

取
せ
ん
と 

'■
b
t:
る
も
の

^

し
て
即
ち
右
外
務
火

K 

答̂
辯v

は
★

©

.0
往
澌
生
蕺
に
：侬
る

|

解
|:
出
；で

?:
: 

t
Q

も
.
の
'
と
：知
.■
る
.可
し
。

米
福
 

ご
,
' 

:
.

は
現

'y 

|

專
軍
六
部

;0
.
;巴
' 
里

.宣
言

.
K
加
入
せ

ざ
.

る
國

f s
i

 

'然
も
ば

同

-K
は「

自
_
船

#
;*
#

(

1
ニ
.九
九
、' 

,.瀚.

0

仲
泣
搬
狗
:©
瓛
書
^
搬
5
必
沖
泣
«

, 

第

中

號

西

九
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第
十
コ1卷

-2
r
.'o
o)

.
論

.

.
就

中

立
.船
^
の

敵

貨

敵

.船
內
の
.中

立

貨

■ 

雜

十

號

五
0

自
曲

: «」
の
原

M

を

§'
部I

す
る
も
の
な
ぅ
や

‘と
云
ふ
に
‘米
國
裁
刺
所
の
制
決
例
中
に
は
英
國
流 

の
貨

':
+

令
義
に
依
ぅ

^

立
艰
內
の
敵
貨
は
之
を
沒
收
ず
可
き
も
の
ど
宣
吿
し
た
る
も

0

あ
り 

と
雖
も
米
國
政
府

^>
他
國
ど
の
間
に
締
結
し
た
る

.諸
條
約
；は
多
分

】

七
九
五
年
の

英
米
條
約

の

」

例

を

除

く

の

外

總

て

一

般

の

原

則

を

採

用

し

て

.多
年
へ
渝
る
こ
と
な
き
が
故
に
米
賦

1

其 

主
義

> ) tb%
於
て
巴
里
，宣
言
の
原
則
を
承

_

す
る
名

'の
a
.る
こ

‘ビ
_
 

即
ち
往
時
の 

制
決
例
中
、！
八

1

五
‘年
最
高
法
院
の

N
e
r
e
i
d
s
:

號
事

#
:に
關
し

Chief Justice 

M
a
r
s
h
a
l
l

の
宣

1&
:

文 

中
に
は
左
の
如
く
分
明
に
英
國
流
の
貨
主
々
義
を
採

.用
し

.た
ヶ

。

.

.

中
.立

船

內

に

發

見
せ
f

e

れ

た

る

敵

貨
は

戰
時
捕
獲
.
物
に
し
'.

て

又

®
(
船

內

に

發

見

せ
ら
れ
友 

る

中

立

貨

は

之

を

還

附

す

可

き

も

の

な
P

ビ

の
原
則

は

一
般
に(

恐
ら
く
は
全
般
に

)

承
認
せ 

,
^

れ

た

る

本

來-?
)

國

際

法

の

一

部

ビ

信

せ

ら

る

 

> 

所
に
し
て
楚
れ
米
國
が

全
然
且
明
確

に
 

承
a

す
る
所
の
も
の

な
P

0
抑
I

此
原
則
た
名
戰
爭
は
敵
貨
を
捕
獲
す
.る
の
全
權
利
を
與
ふ 

る
も
中
立
貨
を
柿
獲
す
る
の
；權
利
を
與
ふ
る
名
の
’に
非
す
と
め
癉
純
合
理
の
主
義
に
邈
く 

も
の
な
る
.を

以

て

此

主

義

を

原

則

の

形
k

於
て
實

際
に
適
用
す
る

.に

.當

ぅ
て
中
立

[i
l

旗
は 

.

.
敵
®

i w

產

F

對
し
何
等
の
保

«

を
_
提
供
す
る
も
の
に
非
ざ
る
と
共
に
_交
戰

國

旗
亦
中
立
財

產
に

f

'
し
何
等
の
敵
性
を
威
染
せ
し
む

る

も

の
に
非

す
ど
の

繁
寧
を
必
然
容
認
せ
ざ
る
可 

.

か
ら
ず
。
蓋
し
財
產
の
國
性
ぽ
之
を
總
て
の

.

(

他

®

#

察
ょ
：々
明
確
に
分
離
し
て
窮
理

す
る 

ど
き
は
該
财
產
を
搭
赦

す
る

船
舶
の
國
性

.V
J

は
全
然
無

關

係
の

も
の
な
れ
ば
な
り
。

(
§

八)

(

註 

ニ 

八)

o
i
c
h
. 

S
u
p
r
e
m
e

 

Court 

Reports, 

v
o
l
.
I
X
,

 

pp. 

A
Ioo
-
9.
一

.

然
る
に
米
國
政
府
は
之
ょ

A

先
さ
旣

.に

r

七
：
<

6

年
の

「

第
一
武
装
中
立

」

に
■加
盟
せ
る
の
み 

な
ら
ず
興
後
の
諸
條
約
に
於
て
常
に

「

自
由

»

自

^

«」

を
承
認
し
た
る
己
と
明
文
の
立
證
：す
る 

所
な

b

。
唯
だ
一
七
九
五
年
英
國
と
の
條
»
巾

R

は
中
：立
船
內
の
敵
貨
は
之
を
沒
收
し
船
舶

と
其
他

.
の
載
貨
は
释
放
す
可
き
を
規
定
す
ど

：

雖
：も

_

年
西

「

班

牙

e

の
修
約
に
は
中
立
船
內
の

.

. 

. 

• 

.

.

.

. 

. 

.
.
.

載
«
^
其
历
有
主

の.

何
人
た
る
を
論
せ
ず
總
て
自
由
た
る
可
し

>-̂
宣
.言
せ
る
の
み
な
ら
す
其 

後
の
諸
條
約
が

悉
 

<
 

一
般
原
則

を
.採
用
せ
る
の
；事
*
•
鑑
み
る
ビ
き
は
米
國
の
主
義
が
常
に 

「

自
—

船
自
由
貨

」

の
原
則
を
支
持
す
る
に
在
る
を
推
察
す
る
こ
ミ
を
得
べ
し
。
果
し
て
然
ら
ば 

米
國
は
何
故
に

1
八

:2
£

六
：年
の
巴

11
1

宣
言
に
加
入
す
る
こ
と
を
避
け
た
る
や
。
避
れ
同
宣
言 

第

一

則
が
拿
捕
秘
船
：

(
P
H
V
a
t
e
e
r
s
}

の
廢
止
を
規
定
せ
る

R
,
對
し
米
國

.は

當

時

大

海
®:
を

有

せ 

ざ

^

し

が

故

今

後

：海
'上
敵

_

私
％

财
：遨
拿
漉
權
の
廢
止
せ
ら
れ
：ざ
る
限

3

拿
捕
私
船
の
使

.部

十

三

潘

(

一
3
0 '

一)

.

論

.0 

.

中
立
；船
內
の
敵
貨
と
敵
船
内

0

中
立
货
 

幣

十

雛

五

一
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ニ
三
〇
ニ

) 

#

敝

•«
»

.(
&
潔
の
盤

4

霜
め
,
泰
 

0

S

班
ニ
 

■用
禪
を
保
持

♦

ざ
る
可
か
ら
す
と

.

.の
理
由

R

依
泣

窻
言

0
他
の

H

肌
に
は
反
樹
す
る
も
の
に 

非
ざ
る
ネ
第

.一
則
k

不
«

成
'a
:る
爲
め
全
部
の
宣
言

R

加
®

す
る
能
は
ざ
る
も
の
な
り
。

故 

に
米
國
は

.

「

自

ti
l

船

«

由
«
の
源

則
を
：認
め

さ
る
が
故
祀
巴
里
宣
言

^;
g

ff
i

せ
ざ
る
も
の

R

非 

t

杏
な
米

®

古
來
の
生
張
は
八
ム
海

-R
於
け
る
交
戰
國
人
民
の
：所
有
财
库
は
禁
制
品
を
除
く 

S

切
補

*

す
.可

か
ら
ず
ヒ
表
ふ

R

在
る
を
似
て

主
義

に
：於
て

ぼ

a

里
宣
言

4

り
.も
：
一
&
急 

進

的

認

む

可

し

。
左
れ

ば
米
國
は
右

0

特
殊
の
理
曲

^

依
か
包
里
宣
言

R

1/
n

入
す

る
 

乙

ビ
な
か
ぅ
し
も
現

R

宣
：言
と
同
年

R

*

結
せ
ら
机
カ
る
ぺ

A

1
4

の
滌
約
.及
び
其
後
諸
國 

と

0

諸
條
約
中
に
は

®

に「

自
由

船

自
曲
货

」

の
源

測
の
.：
み
な
ら
中
等

-L
ぐ

EL
里
宣
言
の
主
義

R 

し
て
興
第
三
則
に
規
定
せ

る
敵

船

的

中
立
貨
の

不

可
侵

0

原
則

を
も
併
，せ
て
時
に
相
咽
ホ
る
：

の
明
白
な
る
事

®

に
，徵
す

.る
ど
き
は
米
國
の
主
義

^

那
邊
ド
在
る
や
之
を
知
る

R

雛
か
ら

ざ 

る
な
 

b

o
 

(

ti
l
l
ニ九

)

m\f̂ ii  .

0

,
 

ニ 

さ 

Ataeriey.Jo.nes 

の 

in 

warjpp, 293-296 

載
し
其
古

^

の
主
義

^

明
に
ゼ

9
0

1
1
:

は‘
米
掘
と
他
國
と
の
諸
條
約
の
耍
領
を

十

m

M

i

最
後

^

余
は
敵
船
內
の
中
立
貨
の
處
分

^

就
き
，：其
變
遷
を
略
述
し
て
本
文
を
終
結
せ
ざ
る 

可
か
ら
ず
。

敵
船
內

ic
發
見
せ
ら
机
な
る
中
立
貨
を

.處
分
ず
る

^

船
籍
主
義

R'
«

て
之
を
沒
收
す
る

乙 

と
を
得
る
も
の

w

爲
す
所
謂

「

_

船
敵
貨

」

の
厭
則
は

.
1::
六
五
九
，
佛
、西
間
の

.ヒ
レ
ン

|

1

ス
條
約 

及
び

1

六
六
一

.
年
ゆ
佛
、蘭
條
約
ホ
に

.邦
最
先
例
を
認
め
ら

.
る
、
こ
と

|6
K

前
文
に
記
す
'.る
所 

の
如
し
。

畫

〇

.

)

.
藍
し
船
籍
主

•義
.
は
其
貨
物

^

發
_見
せ

&

る

、
船
舶

'の

«'
籍

が

敵

な

る

や

將
 

た
中
立
な

>
9や
に
依
て
，其
處
理
を
決
せ

&

れ
其
船
籍
が
小
立
な
る

S 

は
：敵
貴
な
，

c
s

ぐし酸

i

 

傘
補

.せ
ら
る
、
乙
と
な
き
に
塚
し
雜
し
其
；船
繅
が
敵
な
る

^

き
は

4

立
貨
な
ら
ど
雖
も
傘
捕 

俊
收
せ
ら
る
、
も
の
な
な

^

a
て
其
掀

«

權
の
有

«

は

m
. 

k該
貨
物
を
搭
载
す
る
船
舶
の
揭 

揚
.旗
を
ー
觅
す
を
の

“
み
忙
で
之
を
判
足
す
る
乙
广
を
徼
る

’
の
阪
柳
ぁ

^-
。.

M
ち

|

方
に

「

@>
由 

船

自

由

貨」

の
、原

則

が

一

般

は

流

行

す

る

に_

办

，た

：，る

士

共
tr
.
之
に
對
す
る

.

『

敵
船
敵
貨

」

の
原
則 

も:

亦
盛

R

採
甩
せ

&

れ
十
八
、

*

世
紀
を
通
じ
て
谷
國
の

.條
約
中

R

認
め

.ら
る
、
至
り
た
る
所 

m

な
ぅ
。

一
八

$

六」

年

^

^
里

_

言

|ま
で

#

國
.間

^

_
結
せ
ら
れ

^

る
' 太
參
數
の
條
約
は

一
 

方
に

.

「

自
由
舶
自

*'
黛

の

：
原

則

，を

；宣' 言
し
：
た
'

♦も
の
な
る
が
之
；と
同
時

.に「

敵
船
敵
貨

」

の
原
則
，を

' 

第
十
三
卷

-

c
f
H
o
三
‘-

)

晚

賧

啪

立

歡

0;
敗
f

敵
船
れ
の
'中
立
货
 

辩

十

號

五
3



(

一
三
〇
四)

論
說
中
立
船
內
の
敵
货
ど
敵
船
内
の
中
立
货
 

笫
十
號
_

.，
も

多

く

お

せ
て

承

t

し
セ
る
を
以
て
此
兩
原
則
は
恰
も
一
對
の

maxime, (Navire 

Hbre, 

marcha- 

ndises 

libres; 

Navire 

e
n
n
i
.
,

 M
a
r
c
h
s
d
i
s
e
s

 ennemies)

を
：爲
す
も
の

 V

見

^

さ
气
た
る
写
：

t

V
 
き
。
.

一
七 

一
S

年
の
ゥ

■
ト
レ
，ヒ

.ト
：條
約
は

»

に
此

.兩
原
則
を
併
用
し

^

る
其
，最
初
の
手
本
な

6
.ビ 

稲
せ
ら
る
。
爾
來
約
一
世
：紀
半
の
其
間
に
締
結
せ
ら
れ
た
る
南
原
則

»:
用
の
條
約
は
谤
こ
の 

ク
ト
レ
ヒ
ト
條
約
を
學
び
た
る
も
の
な

&
。
,
而
し
て
此
兩
，原
則
併
用
の
：流
行
は
一
#
殆
ど
绔 

極
端
ま
で
走
り

®

し
一
方
の

.原
則
を
改
廢
す
る
ビ
き
は
：必
然
他
の
一
方
の
原
則
と
も
改
廢
せ 

ざ
る
可
か
ら
ざ
る
も
の
ど
信

^

ら
れ
た
る
程
の
奇
な
る
誤
解
が
行
は

^

た
り
き
。
例
へ
ば
前 

に
旣
に
一
言
し
れ
る
如
く
米
國

«

他
國
。
の

"倐
約
に
於
て

「

自
由

.船
自
由
：货

」

の
.原
則
を
認
む
る 

に
當
ぅ
此
规
約
は

.兩
交
戦
國
が
同
樣
に
此
原
則
：を

#

重

す

る

と

き

に

.限

々

有

效

な

る

可

し

ミ 

の
條
件
を
附
す
る
の

.新
例
を
開
き
た
り
し
が

S

三一)

此
米
國
の
例
に
依
ぅ
て
締
結
せ
ら
れ
た 

る
條
約
中
に
は
苦
し
兩
締
約
國
の
一
方
が

「

自
由
船
自
由
貨

」

の
原
：則
を
認
め

す
中
立
船
內
の
敵 

貨
を
沒
收
す
る
こ
と
あ
る
場
合
に
は
同
時
に

「

敵
.船
：敵

i

厭
則
を

I

も
改
め
て

敵
船

內
の
中
.立

貨
は
之
を
侵
す
己
と
な
か
る
可
し
と
の
特
別
規
定
を
柿
入
し
た
る
の
列
少
な
が
ら
ざ
シ
し
が

如
し
。 

.
•,
,

八

.
:
:'.
:

x

''
.

I

j

i
|

c

•

(

註
三

o)

三
田
學
會
雜

m

本

¥

八
月
铖
所
跳
拙
稿

(

三〕

の
五
.銎照

 

.

(

鋒
'三
:
.

1
)

同
i

の
.六
#
照

之
に
反
し
て

「

自
曲
船
自
由
貨

0
原
則
を
ま
め

.ざ
る

■

®

K

»
«

、た少
し
¥
亦
同
诗
に
敵
船 

內
の
中
立
貨
の
處
分
ー
に
就
て
何
辯
規
定
を
設
け
中

'。
唯

1

の
-例
外

5

認
む
可

^

は

一:

七
"T
六 

年
の
佛
國
ビ
へ
ン
サ

_

盟
_

市
ビ

.の
自
の
條
約
に
し
て
此
條
約
は

「

自
由
船
自
由

«」

の
原

KI
J

を 

排
し
中
立
船
內
の

it
貨
を
拿

*

す
る
ヰ
同
時
に
敵
船
內
の
中
立
«
を
沒
收
す
可
き
を
規
定
し 

た

々

き

。
：
是

れr

方
に

「

自
曲
船
自

_

貨
1を
|裔
認
す
る

>

他
方
に

「

敵
船
敵
貨

」

の
原
則
を
採
用
す 

る
.も
の
に
し
て
兩
原
則
併
用
の
流
行
に
逆
行
す
る
も
の
ど
云
ふ
可
し
。

Hautefeuille

の
言
に
據 

れ

ば
當
時
尙
ぼ
他
に
敵

ff
i

R

中
立
貨
の
處
分

に

就
：&

何
等
の
親
定
を
設
け
ざ
る
條
約
、五

あ

b 

し
が
是
等
の
條
約
は
全
然

o
g
s
o
l
a
t
o

 

d
e
l
m
a
a

の
原
則
を
：採
用
し
た
る
も
の
に
し
て
隨
て

®
船 

內
の
中
立
貨
は
其
：の
所
有
主
に
遽
附
せ
ら
る
可
き
も
の
ビ
解
せ

f

可
か
ら
ず

ビ
說
明
し
れ

公
o
,(

註
三
ニ〕

.(

訪
.三
'
-ニ)

. .Histoire d〒
droit.. .maritime international, p. 360. 

.:

然
れ
ど
も
多
數

0
條
約
，中
に
は

「

敵
船
敵

.貨
'

」

の
原
則
を
採
用
し
な
'が
ら
其
適
用
に
就
て
或
種

策

十

三

港

(

一
三
〇
五

)

腧
說
中
立
船
內
の
敵
貨

i

敵
^
內
の
中
立
貨
 

笫

十

钺

丑
五



b

第

十

惹

(

ニ
ー
0

六)

論

胱

中

立

船

§

敵
¥

敵
船
內
の
ゆ
立
货

 

第

卜

號

五

'

の
除
外
例
を

BC
け
以
て

^

少
を
の
奇
酷
を
緩
和
せ
ん
ビ
し
た
る
も
の
な

&

R
非
す
。
^
へ
ば 

敵
船
に
搭
載
せ
ら
れ
た

>
9と
聯

i

其
中
立
貨
は
關
戰
前
に
積
荷
せ

6

れ
た
る
か
又
は
關
戦
後 

I
續
荷
せ

&

れ
た
る
も
の
に
て
も
出
帆
举
に
：於
て
開
戦

.を
知
る
乙
と
を

#

ざ

6

し
期
間
內

S
 

し

f

ん
に
は
之
を
沒
收
す
る
を
得
ざ

^

の
规
定
を
設
け
た
る
も
の
あ
ぅ
。

或

條

約

に

至
 

て

は

；開

戦

が

世

：界

の

各

地

に

知

れ

渡

る

可,

一
寧
の
期
間
を
明
示
し
：其
期
間
内
に
出
帆
し 

ナ
る
も
の

-
は
船
內
の
載
質
を
縣
放
す
可
き
：を
規
定
し
た
る
も

0

す

&:
.釭
ヶ
き
。

例

/

ズ
一
-七 

八
^

年
英
怫

.
條
約
第

|

一
十
九
條
中
に
規
定
し
て
ヨ
く 

パ
M

宣
戰
前
又

S

復
命
令
の
發
布
前
又
は
宣
戦
後
に
て
も
次
に
規
寒
す
る
期
關
內
に
！
荷 

せ
ら
れ
た
る
货
物
は
之
を
除
外
す

O
即
ち
ア
ル
々
ン
ダ
ル
、露
都
及
び
ソ

1

ル
ラ
シ
グ

t

島 

(

英
國

.
の
シ
グ
ー
島

)

間
の
潘
灣
♦

の

他

の

地

點

に

於

て

樹

荷

せ

ら

れ

た

る

も

の

は

宣

戰

丈

は 

報

復

命

令

發

布

後

：
ニ
：
箇

月

云

々

，

M

に

敵

船

內

中

立

貨

の

取

扱

に

關

す

る

各

國0
法

制

を

檢

す「

る
：に
，佛
.國
は
久
し
く

「

敵
船
敵 

貨J

の
原
則
を
採
用
し
敬
船
內
に
發
見
せ
ら
れ
：た
る
：

I

切
の
貨
物
；を
：沒
收
し
た

6
.き
。
1
即
ち
：一
 

七

0

0
.
年(

西
班
牙
王
位
繼
承
戰
爭

0

勅
令
は
此
沒
.收
ト
命
じ

{
七
四
四

.年(

英
柳
戰

f

の
規
則

:
|;亦

/
」：

れ
を
製
用
し
た

&
。

一
七
：：

七
八
年

(

米
國

®
:立
戰
爭

)

に
至

6

怫
國
は
一
方
に
初
め
て

「

0

由 

^

自
曲
貨

」

の
原
則
を

»

用
し
た
る
に
拘
は
ら
ず

_敵
'船
肉
中
立
貨
の
處
分
に
關
し
て
は
依
然
と 

し
て『

敵

船

敵

貨」

の
舊
，主

載

を

支

持

し

た
^

き
。::
:
然
る
に

1

A
5E
四
年
ダ
ジ
ミ
ャ
戰
寧
破
裂
し 

英
f

同
盟
し
て
對
露
作
戰
を
決
す
る
に
及
び

«

然
ぢ
し
て

「

敵
®

敵
貨

」

の
船
籍
主
義
的

M
.則
 

を
放
棄
し
敵
船
內
の

.中
立
貨
は
之
を
尊
重
す
る
の
新
原
則
を

’承
認
し

Iた
h
。
是
れ
多
年
英
國 

の
支
持
し
た

i

し
芩
の
を
採
用
し
た
る
に
外
な
ら
す
と
雖
も
.此
に
於
て
怫
國
は
中
立
船
內
の 

敵
貨
に
到
し
て
は

「

自
由
船

-自
由
貨

」

の
源
則
を
維
持
す
る
と
共
に
敬
船
內

0

中
立
貨
に
對
し
て 

は：
其
中
立
貨
の
自
由

.を
：
新
に

.承
：

I
I

し
て

初
め
て
現

行
法
規

の
*

礎
を
確
立

し

た

る

も

の

な
!)
'

。

西
班
牙
そ
の
他
歐
洲
求
陸
の
諸
國

'も
亦
久
し
ぐ

「

敵
船
敵
®
の
原
則
を
維
持
し
一
八
五
六
年 

巴
也
宣
言
に
琴
て
姻
め
て
其
主
義
を

1

變
し
お

&

し
も
の
な
る
が
®

'!
).英
國
に
至
ぅ
て
は
終 

始
ー
賞
し
て

o

i

a

l
 

&

 

I
ョ
の
貨
主
々

_

を
®

守
し
敵
船
內
中
立
貨
の
自
曲
を
主
張
し
た

h
 

:

:

"き。
尤
も
隨
時
發
布
せ
ら
れ
る

_

密
院
令
中
に

.は
其
規
定
の
瞹
昧
な
る
も

.
の
あ
办
又
を
の
實

' 

際
；の
適
用
も
不
正
確
な
る
の
事
實
な
き
に
非
ず

と

て
之

^

非
難
す
る
も
の
あ

P 

 ̂

0

も(

独三三

.

) 

少
な

<
 
と
も
英
國

^

«

^

公
然

»

船
敵

»

の
原
則
を
承
認
し
た
る
こ
ビ
な
か
ぅ
し
明
白
の

#

I

.

.:
$

三卷：

(

1
'H
O

七
.

y

 

.
論

0

啉立胁

£
©•
•■敵欺

v

敵
齡
內
办
立
敗
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第
十
3

卷

(
1

1
5

八)

論
說
中
立
船
內
の
敵
貨
と
歒
船
內
の
中
立
賞

 

第

十

猇

；，
v
八 

• A

は

何

人

も

之

を

S -

定

す

る

を

得

.
ざ
■る
_可

し

。

.

.

.

.

.
；

■■
;

i
f
f
i
H
H
o 
H

l

f

e

l
li
其

--
*
人
な
ミ
彼
は
元
來
英
國
に
對
し
常
に
不

.'
快
の
念
を
.絕れ
ざ
る
藤 

侦
國
；の

i

港
な

y

し
か
以
ベ
其

^

藉
，

H
i
s
f

 e du drc.it 

maritime 

international

に
は
金
怨
到
る
違
に 

i

,

英
國
の
主
義
政
策
，
論
難
し
：於.:
ど

，

公平の
判斬を
失へン

.

米
國
は

「

敵
船
敵

f

原
則

」

に
對
し
て
英
國
の
，如
く

 

|

質
し

f

能
度
を
支
持
し
た

る

こ

て

 

な
し
。

1

七
七
八
年
の

佛

國

5

條
約

兄

於

て

f

船
自

由

I

M

則
i

に

之
I

用
し 

:
1

七

/\: 

ニ年

和

蘭

八

三

年

端

典

ど
.
の
條
約
に

も

；

之
を
承
認
し

^:
&
。

：

然

る

k 

A
五
年
■普

©

0 

ビ
の
條

s

 U

は
單

I

由

船

自

由

善

就

て

I

を
設
く
る
：も
反
對
の
原
則
た
る

「

敵
船
敵 

貨」

は
之
を
發
見
せ
ず

o
.八
七
年
の

r

 

ロ
ッ
コ

‘九
六
の
ト
リ
ポ
ジ
及
び
九
七
年
の
テ
ユ

il:

ス
各 

.絛
約

R

は「

自

_

船
自

U1
磐

の

原

則

を

認

：
む

る

ビ

同

時

に

'敵

船

內

め

中

立

貨

は

之

を

釋

放

し

て
 

31
所
有
主
に
還
附

す

可
き
を

親
定

サ
る

に
拘
は
も
ず
ー
八
〇

0

年
の
佛
國
と
の
條
約
に
ぽ
兩 

原
則
を
併
用
し
：史
に

1

八
ニ
四
年
以
後
五

.

一
.

年
に

V

至
る
間
、中
米
及
び
南
米
諸
國
ビ
の
諸
條
約 

に
は
何
れ
も
兩

M

則

併
用
の
規
定
を
存
し

た
ぅ

。

ニ
八
五
四

年

R

至
：り

露
國

と
の

條
約

R

於 

'

T「

自
由
船
自
由
磐
の
辟
哪
ビ
共
に
敵
船
內

0:
中
立

.貨
は

.禁
制
品
を
除
く
外
、沒
收
す
可
か
ら
ざ

.

る
を
官

rfi 

b
た
る
に
續
て
翌
五
五

■年
.兩
シ
：、

>

1
國
及
觅
に
翌
五
六
年
。へ

\
1
國

V

し
の
條
約 

に
も
同
樣
の
條
項
を
設

け
た
b

し

に
芄

八
年
ボ

リ
ダ
キ
ヤ
と
の

條

約

に

は

，再
び「
敵
，船
敵 

a「

船
自
由
貨

」

の
兩
原
則
を
：併
用
し
六
〇
年
、グモ
ネ
ゼ
ラ
條
約
申

K
:はr

自

由

船

自

由

貨」

の
.原
則
の 

み
を
規
定
す
る

i .
'
'

他
方
の

「

敵
船
敵
貨

」

に
就

V

ば
明
記
す
る
所

^
.

か

り
き

0
六

四

年
の
へ
ィ
チ

;;
' 

國
六
七
年
の
ド
ミ

‘ 
二力；ン

_

和
國
七

0
年
の
ぺ

X

 

I
及
び
サ
，：

.ン、ナ：
>
;グ
ァ
ド
ル
國
ビ
の
條
：約
に
，
 

は
何
れ
も
雨
原
則
を
併
記
し
た
る
に
八
七
年
ペ
ル
の
新
條

.約
に
於
て
は

「

敵
船
敵
貨

0

M 

則
を
廢
し
た

K
V
O即
ち
以
上
の

0

實
に
徵
す
る
と
き
は
米
國
は

「

敵
船
敵
貨

j

の
原
則

R

就
て
丼 

主
義
常
に
豹
變
せ
る
の
み
な
ら
ず
巴
里
宣
言
後
に
締
結
せ
ら
れ
た
る
：諸
條
約
が
一
方
に
は
■同 

宣
言
第
ニ
則
の

「

自

*
船
自
由
貨

」

を
：承
認

v

る
と
全
く
反
對
に
其
，第

111;

則
の
敵
船
內
中
立
貨
の 

不
可
甍
に
關
し
て

®

令
之
を
否
：認
す
る
條
項
を

■設
け
た
る
は
一
般
の
慣
.例
に
反
す
る
も
の
と 

し
て
特
に
注
意
を
引
く
所
な
る
可
し
。

(

終)

\

第
十
ゴ
1
督

(

ー
三
〇
九

)

論

m .

中
立
船
內
の
敵
武
ミ
敵
船
內
の
中
立
貨

 

笫十號
玉九


